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諮問第1号 
 説明資料 

平成29年度 
第1回 

守谷市都市計画審議会 

取手都市計画 
生産緑地地区の変更（廃止） 

平成29年5月19日 
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薬師台第四号生産緑地地区 

守谷高校 

位置図 



生産緑地地区買取申出できる要件 
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■ 農業の主たる従事者が死亡により農業の継続が困難に 

  なった場合 

■ 身体の故障により農業の継続が困難になった場合 

■ 都市計画決定の告示から起算して３０年が経過した場合 



①生産緑地地区の変更【制限解除のフロー】 
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今回の生産緑地地区は，農業の主たる従事者が故障により農業の継続が困難によるものです。 

生産緑地の市長への買取りの申出 

生産緑地の買取り希望について協議 

買取らない旨の通知 
（生産緑地法第12条） 

生産緑地の取得の斡旋協力依頼 
（生産緑地法第13条） 

斡旋が成立しない旨の通知 

行為の制限解除 
（生産緑地法第14条） 

【薬師台第四号生産緑地地区】 

平成２８年１０月２７日 

平成２８年１０月３１日 

平成２８年１１月２２日 

平成２８年１１月２５日 

平成２９年１月２０日 

平成２９年１月２６日 
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②生産緑地地区の変更【都市計画の変更フロー】 

茨城県事前協議 

都市計画の案の縦覧《２週間》 
（都市計画法第17条） 

市決定告示（廃止） 

【薬師台第四号生産緑地地区】 

平成２９年３月８日～３月２３日 

守谷市都市計画審議会（諮問・答申） 

茨城県本協議 

平成２９年４月５日～４月１９日 

平成２９年５月１９日 

平成２９年５月下旬 

平成２９年５月下旬 

縦覧者 ０人， 意見書提出 ０件 
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薬師台第四号生産緑地地区 

所在地： 薬師台七丁目7-5            

面積   ： 約0.05ha 

545㎡（約165坪） 
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都市計画変更後 現在 

 生産緑地  面積 約３.８６ha  生産緑地  面積 約３.９１ha 

  地区数 ２７地区     地区数 ２８地区  

 
  
 【変更内訳】 

 
 
薬師台第四号 
生産緑地地区 

 
 
（廃止） 

  
  
 【変更内訳】 

 
 
薬師台第四号 
生産緑地地区 

 
 
約０.０５ha 

    

    


